
入札時ＶＥ提案方式（価格競争型）試行要綱

（平成 年６月１６日監 ９３４）1 1 -
（趣旨）

第１条 この要綱は、秋田県が発注する建設工事について「入札時ＶＥ提案方式 （以下「入札時ＶＥ」と」

いう ）を試行するにあたり、必要な事項を定める。。

（定義）

第２条 この要綱において「入札時ＶＥ」とは、建設工事の入札前に、入札参加希望者から、発注者が図面

及び仕様書等に参考として示した施工方法等（以下「標準案」という ）に対し、コスト縮減が可能とな。

る施工方法等に関する技術提案（以下「ＶＥ提案」という ）を受け付け、発注者の事前審査で承認され。

た場合、そのＶＥ提案を基に入札することができる方式をいう。

（対象工事）

第３条 入札時ＶＥの対象となる工事（以下「対象工事」という ）は、一般競争入札又は条件付き一般競。

争入札に付す工事で、次に該当するものとする。

（１）工事施工にあたって比較的高度または特殊な技術力を要するもの。

（２）民間における技術開発の進展が著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事。

（３）コスト縮減が可能となるＶＥ提案が期待できるもの。

（工事の選定等）

工事の選定及び技術提案を求める範囲の決定は、入札審査会（一般競争入札に付す工事にあっ第４条

ては入札審査委員会、条件付き一般競争入札に付す工事にあっては入札参加資格の設定の審議を行う

入札審査会等をいう。以下同じ ）が行うものとする。この場合において、契約担当者は、あらかじ。

、 （ 「 」 。）め 技術提案を求める範囲に関して秋田県入札制度適正化推進委員会 以下 適正化委員会 という

の意見を聴かなければならない。

（ＶＥ提案の募集）

第５条 ＶＥ提案の募集にあたっては、入札公告において次の事項を明示するものとする。

（１）入札公告に係る工事が入札時ＶＥの対象工事であること。

（２）標準案の内容について、それと異なる施工方法等に関するＶＥ提案を受け付けること。

（３）ＶＥ提案を提出しない場合にあっても、標準案に基づく入札が可能であること。

（４）審査の結果、ＶＥ提案が採用されない場合があること。

（ ） 、 、５ ＶＥ提案については その内容が一般的に使用されている状態となった場合はその後の工事において

無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの

限りでないこと。

（６）発注者がＶＥ提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法を指定しない部分の工事に

関する請負業者の責任が軽減されるものではないこと。

（ＶＥ提案書等の提出）

第６条 入札参加希望者がＶＥ提案に基づいて施工しようとする場合は、競争入札参加資格確認申請書（以

下「確認申請書」という ）の提出の際に併せて、その内容を明示したＶＥ提案書（様式第１～２号）を。



提出するものとする。

２ そのＶＥ提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案の

施工計画書（様式第３号 （以下「標準提案」という ）を併せて提出することができる。また、ＶＥ提案） 。

を行わず標準案に基づいて施工しようとする場合は、確認申請書に併せて、標準提案のみを提出するもの

とする。

３ 前各項の規定により提出されたＶＥ提案書及び標準提案（以下「提案書等」という ）は、次により取。

り扱うものとする。

（１）提案書等の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。

（２）提案書等の返却及び公表は行わないものとする。

（３）提案書等の提出後における提案内容の変更は認めないものとする。

（提案の審査等）

この場合において、契約担当第７条 提案書等の審査及び採否の決定は、入札審査会が行うものとする。

者は、あらかじめ、提案書等の評価に関して適正化委員会の意見を聴かなければならない。

２ 審査にあたっては、次の事項を評価するものとし、必要に応じて、提案者から提案内容についてのヒア

リングを行うものとする。

（１）ＶＥ提案

施工の確実性、安全性及び標準案と比較した経済性等

（２）標準提案

施工の確実性、安全性等

３ 一の建設業者がＶＥ提案及び標準提案を併せて提出した場合において、ＶＥ提案が適正と認められると

きは、標準提案の審査は行わないものとする。

（提案者等に対する採否の通知等）

第８条 契約担当者は、提案等の採否について、提案者（条件付き一般競争入札に付す工事にあっては落札

者）に対して、提案等の採否通知書（様式第４号）により通知するものとする。

２ 前項の通知は、一般競争入札に付す工事にあっては競争入札参加資格確認結果通知と併せて行い、条件

付き一般競争入札に付す工事にあっては落札決定後に行うものとする。

３ 第１項の場合において、提案等が適正と認められなかった者に対しては、採用しない理由を付記して通

知するものとする。

附 則

この要綱は、平成１ １年６月１６日から施行する。

附 則（平成１２年５月１日建管－３３３ 一部改正）

この要綱は、平成１２年５月１日から施行する。

附 則（平成１５年３月２８日建管－２７９５ 一部改正）

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２８日建管－２５４５ 一部改正）

この要綱は、平成１８年３月２８日から施行する。

附 則（平成１８年９月２９日建管－１３０７ 一部改正）

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月２９日建管－２４２３ 一部改正）



この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月２９日技管－６４６ 一部改正）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



（様式第１号）

提出日： 年 月 日

入 札 時 Ｖ Ｅ 提 案 書

（発注者） あて

住 所

商号又は名称（ＪＶはＪＶ名称）

代表者名

１ 工事名（工事番号）

２ ○○○工に関するＶＥ提案の概要（標準的な方法との相違点を簡潔に記述する）

３ 施工計画

( ) 施工順序（工程を含む）1

( ) 主要機械の配置計画2

( ) 仮設備計画3

( ) 安全対策4

( ) 環境対策（副産物対策を含む）5

( ) その他6

（ 、 ）４ 経済的所見 標準案と比較し 経済性に優れると考えられる項目及び内容を記述する

５ 利用条件（排他的権利に係わる事項等について記述する）

（１）必要に応じて構造図、説明図表を添付・挿入する。

（２）資料の枚数は、図表を含めＡ４版換算で６枚以内とする。
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（様式第３号）

提出日： 年 月 日

施 工 計 画 書

（発注者） あて

住 所

商号又は名称（ＪＶはＪＶ名称）

代表者名

１ 工事名（工事番号）

２ 施工計画

( ) 施工順序1

( ) 主要機械の配置計画2

( ) 仮設備計画3

( ) 安全対策4

( ) 環境対策（副産物対策を含む）5

( ) その他6



（様式第４号）

番 号

年 月 日

入札時ＶＥ提案（標準提案）の採否通知書

住 所

商号又は名称

代表者氏名 様

（契約担当者）

年 月 日付け提出された○○○○工事に係るＶＥ提案に対する審査結

果を下記のとおり通知する。

下 記

１ 審査結果

採用することができる。

採用することができない。

２ 入札の方法

提案した施工計画に基づいて入札できる。

発注者が示した標準案に基づいて入札できる。

３ 採用することができない理由。


